
中  間  監  査  報  告  書 
平成１２年１２月１５日

東 邦 亜 鉛 株 式 会 社 

取締役社長   青  木   矗  殿 

  

当監査法人は、証券取引法第１９３条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている東邦亜鉛株式会
社の平成１２年４月１日から平成１３年３月３１日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平成１２年４月１日から平成１２年９
月３０日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結剰余金計算書及び中間連
結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。 

この中間監査に当たって、当監査法人は、一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠し、中間監査に係る通常実施すべき
監査手続を実施した。すなわち、この中間監査において当監査法人は、中間監査実施基準二に準拠して財務諸表の監査に係る通常実
施すべき監査手続の一部を省略し、また、連結子会社については、中間監査実施基準三に準拠して分析的手続、質問及び閲覧等から
構成される監査手続を実施した。 

中間監査の結果、中間連結財務諸表について会社の採用する会計処理の原則及び手続は、一般に公正妥当と認められる中間連結財
務諸表の作成基準に準拠し、かつ、下記事項を除き前連結会計年度と同一の基準に従って継続して適用されており、また、中間連結
財務諸表の表示方法は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成１１年大蔵省令第２４号）の定めると
ころに準拠しているものと認められた。 

記    
            セグメント情報に記載のとおり、事業区分の方法は、従来、２区分であったが、当中間連結会計期間より３区分に再編成すると

ともに事業区分の名称を変更しております。また、従来配賦不能としていた親会社本社の管理部門に係る費用を各事業の種類別
セグメントに配賦することに変更した。これらの変更は、情報開示においてより詳細なセグメント情報が求められるなか、事業
の種類別セグメント情報の有用性を高めるために行われたものであり、正当な理由による変更と認める。これらの変更によるセ
グメント情報に与える影響は、「事業の種類別セグメント情報」の「事業区分等の変更」に記載のとおりである。    

よって、当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が東邦亜鉛株式会社及び連結子会社の平成１２年９月３０日現在の財政状態並び
に同日をもって終了する中間連結会計期間（平成１２年４月１日から平成１２年９月３０日まで）の経営成績及びキャッシュ・フロ
ーの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。 
  

会社と当監査法人又は関与社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 
  

（注）中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項及び追加情報の注記に記載されているとおり、会社は、当中間連結会
計期間より、退職給付に係る会計基準、金融商品に係る会計基準及び改訂後の外貨建取引等会計処理基準が適用されることとな
るため、これらの会計基準により中間連結財務諸表を作成している。 

  
以  上 

  
 （※）上記は、当社が提出した半期報告書に綴り込まれた前中間連結会計期間の中間監査報告書に記載された事項を電子化したも

のであります。 

中中中中    央央央央    青青青青    山山山山    監監監監    査査査査    法法法法    人人人人 

  
  代表社員

関与社員
公認会計士 名古屋 信 夫

      
  代表社員

関与社員 公認会計士 木 下 隆 史

      



中  間  監  査  報  告  書 

平成１３年１２月１３日

東 邦 亜 鉛 株 式 会 社 

取締役社長   青  木   矗  殿
 

 
 

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている東邦亜鉛株式会社の

平成１３年４月１日から平成１４年３月３１日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平成１３年４月１日から平成１３年９月３

０日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結剰余金計算書及び中間連結キ

ャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。
 

この中間監査に当たって、当監査法人は、一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠し、中間監査に係る通常実施すべき

監査手続を実施した。すなわち、この中間監査において当監査法人は、中間監査実施基準二に準拠して財務諸表の監査に係る通常実

施すべき監査手続の一部を省略し、また、連結子会社については、中間監査実施基準三に準拠して分析的手続、質問及び閲覧等から

構成される監査手続を実施した。
 

中間監査の結果、中間連結財務諸表について会社の採用する会計処理の原則及び手続は、一般に公正妥当と認められる中間連結財

務諸表の作成基準に準拠し、かつ、前連結会計年度と同一の基準に従って継続して適用されており、また、中間連結財務諸表の表示

方法は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成11年大蔵省令第24号）の定めるところに準拠している

ものと認められた。
 

よって、当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が東邦亜鉛株式会社及び連結子会社の平成１３年９月３０日現在の財政状態並び

に同日をもって終了する中間連結会計期間（平成１３年４月１日から平成１３年９月３０日まで）の経営成績及びキャッシュ・フロ

ーの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
 

  

会社と当監査法人又は関与社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
 

中中中中    央央央央    青青青青    山山山山    監監監監    査査査査    法法法法    人人人人
 

 
 

  代表社員 

関与社員 公認会計士 名古屋 信 夫 

 
 

 
 

 
 

  代表社員 

関与社員 公認会計士 木 下 隆 史 

 
 

 
 

 
 



  

以  上
 

  

 （※）上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会社)が別途保

管しております。
 



中  間  監  査  報  告  書 

平成１２年１２月１５日

東 邦 亜 鉛 株 式 会 社 

取締役社長   青  木   矗  殿
 

 
 

当監査法人は、証券取引法第１９３条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている東邦亜鉛株式会

社の平成１２年４月１日から平成１３年３月３１日までの第１０２期事業年度の中間会計期間（平成１２年４月１日から平成１２年

９月３０日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表及び中間損益計算書について中間監査を行った。 
この中間監査に当たって、当監査法人は、一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠し、中間監査に係る通常実施すべき

監査手続を実施した。すなわち、この中間監査において当監査法人は、中間監査実施基準二に準拠して財務諸表の監査に係る通常実

施すべき監査手続の一部を省略した。 
中間監査の結果、中間財務諸表について会社の採用する会計処理の原則及び手続は、一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の

作成基準に準拠し、かつ、前事業年度と同一の基準に従って継続して適用されており、また、中間財務諸表の表示方法は、「中間財

務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和５２年大蔵省令第３８号）の定めるところに準拠しているものと認められ

た。 
よって、当監査法人は、上記の中間財務諸表が東邦亜鉛株式会社の平成１２年９月３０日現在の財政状態及び同日をもって終了す

る中間会計期間（平成１２年４月１日から平成１２年９月３０日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認め

る。 
  

会社と当監査法人又は関与社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 
  

（注）中間財務諸表作成の基本となる重要な事項及び追加情報の注記に記載されているとおり、会社は、当中間会計期間より、退

職給付に係る会計基準、金融商品に係る会計基準及び改訂後の外貨建取引等会計処理基準が適用されることとなるため、これら

の会計基準により中間財務諸表を作成している。 
  

以  上

  
 （※）上記は、当社が提出した半期報告書に綴り込まれた前中間会計期間の中間監査報告書に記載された事項を電子化したもので

あります。 

中中中中    央央央央    青青青青    山山山山    監監監監    査査査査    法法法法    人人人人
 

 
 

  代表社員 

関与社員 公認会計士 名古屋 信 夫 

 
 

 
 

 
 

  代表社員 

関与社員 公認会計士 木 下 隆 史 

 
 

 
 

 
 



中  間  監  査  報  告  書 
平成１３年１２月１３日

東 邦 亜 鉛 株 式 会 社 

取締役社長   青  木   矗  殿 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている東邦亜鉛株式会社の

平成１３年４月１日から平成１４年３月３１日までの第１０３期事業年度の中間会計期間（平成１３年４月１日から平成１３年９月

３０日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表及び中間損益計算書について中間監査を行った。 

この中間監査に当たって、当監査法人は、一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠し、中間監査に係る通常実施すべき

監査手続を実施した。すなわち、この中間監査において当監査法人は、中間監査実施基準二に準拠して財務諸表の監査に係る通常実

施すべき監査手続の一部を省略した。 

中間監査の結果、中間財務諸表について会社の採用する会計処理の原則及び手続は、一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の

作成基準に準拠し、かつ、前事業年度と同一の基準に従って継続して適用されており、また、中間財務諸表の表示方法は、「中間財

務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38号）の定めるところに準拠しているものと認められた。 

よって、当監査法人は、上記の中間財務諸表が東邦亜鉛株式会社の平成１３年９月３０日現在の財政状態及び同日をもって終了す

る中間会計期間（平成１３年４月１日から平成１３年９月３０日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認め

る。 
  

会社と当監査法人又は関与社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 
  

以  上 
  
 （※）上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会社)が別途保

管しております。 

中中中中    央央央央    青青青青    山山山山    監監監監    査査査査    法法法法    人人人人 

  
  代表社員

関与社員
公認会計士 名古屋 信 夫

      
  代表社員

関与社員 公認会計士 木 下 隆 史
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